
　

日
本
年
金
機
構
か
ら
、
こ
の
件

で
電
話
や
メ
ー
ル
で
連
絡
す
る
こ

と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
自
分
の
情
報
が
流
出
し
て
い

る
の
で
は
？
な
ど
、
ご
心
配
の
方

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

3　

日
本
年
金
機
構
専
用
電
話
窓

口
蕕
０
１
２
０
︱
８
１
８
︱
２
１



１
（
通
話
料
無
料
）
ま
た
は
大
宮

年
金
事
務
所
蕕
６
５
２
︱
３
３
９

９
　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
生

活
が
困
難
と
な
っ
た
方
で
医
療
費

の
一
部
負
担
金
の
支
払
が
困
難
な

場
合
は
、
減
額
・
免
除
ま
た
は
徴

収
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り

死
亡
し
、
身
体
に
著
し
い
障
害

を
受
け
、
ま
た
は
資
産
に
重
大

な
損
害
を
受
け
た
と
き

②
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に

よ
り
農
作
物
の
不
作
そ
の
他
の

事
由
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た

と
き

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
止
ま
た

は
廃
止
、
失
業
等
に
よ
り
収
入

が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

④
①
～
③
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、

一
部
負
担
金
の
減
額
、
免
除
ま

た
は
徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ

と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き

※
な
お
、
徴
収
の
猶
予
の
期
間
は
、

当
該
被
保
険
者
の
事
情
に
応
じ
て
、

6
月
以
内
で
定
め
ま
す
。
ま
た
、

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
も
同

様
の
理
由
等
に
よ
り
生
活
が
困
難

と
な
っ
た
際
に
、
減
免
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

3　

詳
し
く
は
保
険
医
療
課
国
民

健
康
保
険
係
9
２
１
７
２
へ

　

埼
玉
県
交
通
安
全
対
策
協
議
会

で
は
、
援
護
一
時
金
を
給
付
し
て

い
ま
す
。

対
象　

平
成
26
年
4
月
1
日
以
降
、

交
通
遺
児
等
と
な
っ
た
県
内
在
住

の
18
歳
以
下
の
方

※
「
交
通
遺
児
等
」
と
は
、
18
歳

以
下
の
方
で
、
保
護
者
（
一
方
ま

た
は
双
方
）
が
交
通
事
故
（
陸
海

空
全
て
の
事
故
が
対
象
）
に
よ
り
、

死
亡
ま
た
は
重
い
障
害
を
負
っ
た

方
を
い
い
ま
す
。

給
付
額　

子
ど
も
1
人
に
つ
き
10

万
円（
1
事
故
に
つ
き
1
回
の
み
）

給
付
時
期　

平
成
27
年
10
月
ま
た

は
平
成
28
年
4
月

申
請
書
類　

役
場
・
学
校
等
で
配

布
し
ま
す
。

提
出
期
限

平
成
27
年
10
月
支
給
分　

平
成
27

年
8
月
末
日
ま
で

平
成
28
年
4
月
支
給
分　

平
成
28

年
2
月
末
日
ま
で

提
出
先　

み
ず
ほ
信
託
銀
行
浦
和

支
店
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂

2
︱
6
︱
18
）
に
郵
送
ま
た
は
持

参3　

埼
玉
県
県
民
生
活
部
防
犯
・

交
通
安
全
課
蕕
８
３
０
︱
２

９

５

８
　

児
童
手
当
現
況
届
お
よ
び
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請

に
つ
い
て
は
、
提
出
が
必
要
な
方

に
は
6
月
に
書
類
を
郵
送
し
た
と

こ
ろ
で
す
。

　

現
況
届
お
よ
び
給
付
金
の
申
請

が
未
提
出
の
方
は
、
児
童
手
当
お

よ
び
給
付
金
を
受
給
で
き
ま
せ
ん

の
で
速
や
か
な
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

3　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援

係
9
２
１
６
０

　

交
通
事
故
、
詐
欺
、
脅
迫
な
ど

の
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
が
、
検

察
官
が
そ
の
事
件
を
起
訴
し
て
く

れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
不
満
を
お

持
ち
の
方
は
、
遠
慮
な
く
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
費
用
は
無
料
、
秘
密

は
守
り
ま
す
。
審
査
員
は
、
選
挙

権
を
持
っ
て
い
る
方
の
中
か
ら

「
く
じ
」
で
選
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
制
度
を
ド
ラ
マ
形

お間違えなく！！
「○○○課○4けたの数字」とある場合は、まず伊奈町役場の代表番号（蕕 721-2111）におかけのうえ、内線番号をお伝えください。

内申問　／問合せ　　／申込み　　／電話番号　　／内線番号

内

年
金
情
報
流
出
を
口
実
に

し
た
犯
罪
に
ご
注
意
を
！

国
民
健
康
保
険
の
減
免
制
度

交
通
遺
児
等
援
護
一
時
金

ご
存
知
で
す
か
検
察
審
査
会

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

広　告

児
童
手
当
現
況
届
等
の
提

出
は
お
済
み
で
す
か
？

伊奈町地域限定プレミアム付商品券取扱店

⇐⇐

上尾警察署・上尾地方防犯協会

上尾警察署管内（平成27年1月～6月）

振り込め詐欺 発生状況

　○携帯の番号が変わったよ
　○風邪をひいて声が変わったよ
　○また後で連絡するから。携帯番号は…
会話の中でこの言葉が出たら要注意！
「おかしい？」と思ったら「110番通報」または
上尾警察署（蕕048－773－0110）に通報
しましょう。

振り込め詐欺の撲滅をめざして！振り込め詐欺の撲滅をめざして！
あなたを騙す振り込め詐欺の３大キーフレーズ

被害多発中！

もしもし？ オ
レ
だ
よ
、オ
レ

オ
レ
だ
よ
、オ
レ

だ
れ
？

息
子
か
し
ら
…

上尾警察署・上尾地方防犯協会

上尾警察署管内（平成24年1月～7月）

振り込め詐欺 発生状況

　○　携帯の番号が変わったよ

　○　風邪をひいて声が変わったよ

　○　また後で連絡するから。携帯番号は…

会話の中でこの言葉が出たら要注意！

「おかしい？」と思ったら

「♯9110」（けいさつ総合相談センター）

に相談しましょう。

振り込め詐欺の撲滅をめざして！振り込め詐欺の撲滅をめざして！
あなたをだます振り込め詐欺の３大キーフレーズ

※上尾警察署調べ
　被害件数・金額は暫定数

※上尾警察署調べ
　被害件数・金額は暫定数

約1,575万円
7件

約1,575万円
7件

振り込め詐欺が増加しています。

まず、警察に相談をしてください！

もしもし？ オ
レ
だ
よ
、オ
レ

オ
レ
だ
よ
、オ
レ

だ
れ
？

息
子
か
し
ら
…

「警察の相談直通ダイヤル  048-822-9110」

　　　　　　　　　　　 9 月11日は、「警察相談の日」です。

　緊急の事件事故以外の相談については、１１０番通報ではなく

警察相談専用電話「＃９１１０」番を利用しましょう。

「＃９１１０」は携帯電話からも利用できます。

（回線により利用できないときは直通ダイヤルまたは各警察署へ）

（＃９１１０は、土・日・祝日は休みです。）

警察相談
＃9110

約9,450万円約9,450万円
25件25件

上尾警察署・上尾地方防犯協会

上尾警察署管内（平成26年1月～3月）

振り込め詐欺 発生状況

　○　携帯の番号が変わったよ
　○　風邪をひいて声が変わったよ
　○　また後で連絡するから。携帯番号は…
会話の中でこの言葉が出たら要注意！

「おかしい？」と思ったら
「110番」通報 または
上尾警察署048－773－0110に相談しましょう。

振り込め詐欺の撲滅をめざして！振り込め詐欺の撲滅をめざして！
あなたをだます振り込め詐欺の３大キーフレーズ

被害多発中

もしもし？ オ
レ
だ
よ
、オ
レ

オ
レ
だ
よ
、オ
レ

だ
れ
？

息
子
か
し
ら
…

※上尾警察署調べ
　被害件数・金額は暫定数

緊急対策

約2,230万円
12件

約2,230万円
12件

　還付金詐欺とは役場や税務署な
どの職員を装い、「医療費や保険
料の戻りがあります。」などと言
って携帯電話を持って最寄りのＡ
ＴＭへ行くように誘導し、お金を
だまし取る手口です。

◎ＡＴＭで還付金等を受け取るこ
とは絶対にできません。
　役場や税務署などがＡＴＭの操
作をお願いすることは絶対にあり
ません。
　
　おかしいと思ったら、振り込む
前に必ず公的機関に事実を確認し
ましょう。

「おかしい？」と思ったら、けい
さつ相談「＃ 9  1  1  0 」に相談
しましょう。

3　上尾警察署蕕７７３－０１１０

還付金詐欺に注意！緊急対策
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暮らし・いきいき〒362－8517　伊奈町大字小室9493伊奈町役場  �721-2111（代）（代）
※掲載希望の方は、掲載希望月の前々月20日までに、持参または郵送で秘書広報課広報係まで。ただし月により締切日が変わることもありますのでお問い合わせください。

式
で
紹
介
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
貸
出
し

も
行
っ
て
い
ま
す
。

3　

さ
い
た
ま
第
一
検
察
審
査
会

事
務
局
蕕
８
６
３
︱
８
７
１
４

　

農
業
振
興
地
域
に
指
定
さ
れ
て

い
る
農
用
地
に
住
宅
な
ど
の
建
築

を
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
農

用
地
区
域
か
ら
除
外
す
る
こ
と
や
、

そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等

を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
よ

り
、
集
団
農
用
地
の
確
保
と
農
業

の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
、
農

用
地
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
土

地
に
は
、
一
般
の
建
物
を
建
築
す

る
こ
と
が
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
ま
ず
農
用
地
か
ら
除

外
す
る
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　

申
請
の
受
付
は
2
月
と
8
月
の

年
2
回
と
な
り
、
8
月
は
3
日
か

ら
31
日
ま
で
の
受
付
期
間
と
な
っ

て
い
ま
す
。
（
土
・
日
曜
日
を
除

く
）

申
請
に
必
要
な
書
類

・
事
業
計
画
を
記
入
す
る
申
請
書

・
理
由
書

・
位
置
図

・
案
内
図

・
配
置
図

・
公
図
の
写
し

・
登
記
簿
謄
本

・
土
地
所
有
者
の
同
意
書

・
印
鑑
証
明
書

　

そ
の
他
事
業
計
画
に
よ
っ
て
添

付
書
類
が
異
な
り
ま
す
。

3　

詳
し
く
は
産
業
振
興
課
9
２

２
３
２
へ

　

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
で
生
活
に
困

っ
て
い
る
方
を
包
括
的
に
支
援
す

る
「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
」

が
始
ま
り
ま
し
た
。
働
き
た
く
て

も
仕
事
が
な
い
、
再
就
職
で
き
ず

雇
用
保
険
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
、

社
会
に
出
る
の
が
怖
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
な
ど
、
一
人
で
悩
ま
ず
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
専
門
の
支
援
員

が
、
相
談
者
一
人
ひ
と
り
の
状
況

に
合
わ
せ
た
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
相
談
は
無
料
、
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
生
活
保
護
世
帯
や
生
活

困
窮
者
世
帯
の
中
学
生
を
対
象
に

高
校
進
学
を
支
援
す
る
学
習
教
室

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

3　

詳
し
く
は
ア
ス
ポ
ー
ト
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
埼
玉
東
部
蕕
７
２

０
︱
８
４
７
５
へ

　

農
薬
を
使
用
す
る
際
に
は
、
ラ

ベ
ル
や
袋
に
表
示
さ
れ
た
使
用
法

や
注
意
事
項
を
厳
守
す
る
ほ
か
、

他
の
作
物
に
飛
散
し
な
い
よ
う
十

分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

適
正
な
保
管
管
理
に
努
め
ま
し
ょ

う
。

　

公
共
施
設
や
住
宅
地
に
近
接
す

る
場
所
で
は
、
で
き
る
だ
け
、
捕

殺
、
被
害
部
の
切
除
な
ど
農
薬
散

布
以
外
の
方
法
で
防
除
し
ま
し
ょ

う
。
や
む
を
得
ず
農
薬
を
散
布
す

る
場
合
に
は
、
周
辺
住
民
へ
の
周

知
や
、
飛
散
防
止
な
ど
に
努
め
て

く
だ
さ
い
。

3　

埼
玉
県
農
林
部
農
産
物
安
全

課
農
薬
・
植
物
防
疫
担
当
蕕
８
３

０
︱
４
０
５
３

　

一
人
で
悩
ま
ず
お
電
話
く
だ
さ

い
。
個
人
の
秘
密
は
堅
く
守
り
ま

す
。

3　

財
務
省
関
東
財
務
局
多
重
債

務
相
談
窓
口
蕕
６
０
０
︱
１
１
１

３

広　告

町税等の納期のお知らせ
納付は納期限までにお忘れなく

納期限  8月31日（月）
①町県民税　　　　　　　２期
②国民健康保険税　　　　２期
③介護保険料　　　　　　２期
④後期高齢者医療保険料　２期

農
薬
は
安
全
に
使
用
し
ま

し
ょ
う

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度

農
用
地
の
除
外
申
請

８
月
３
日
～
31
日
ま
で
受
付

納期内の納付をお願いします。
（年金天引きの方を除きます。）
　町税等の納付は、便利な口座振替をご利用く
ださい。口座振替申込書は、納付書に同封され
ているほか、役場収税課・福祉課・保険医療課
窓口にあります。通帳および通帳使用印をご持
参のうえ、役場各窓口または取扱金融機関でお
申し込みください。
※口座振替の開始は、申込月の翌月末以降の納
期分からとなります。
※納付書が今までと変わりましたので取扱いに
ご注意ください。

町税の納付が便利に！
　町税が「コンビニ」「ゆうちょ銀行（郵便
局）」でも納められるようになりました。
　対象の税目は、町県民税、固定資産税、軽自
動車税、国民健康保険税です。
※コンビニで納付できるものは、バーコードが
印字されている納付書に限ります。

03　①②収税課19２１４２
　　③福祉課19２１２４
　　④保険医療課19２１７５

借
金
で
お
悩
み
の
方
へ
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